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指
定
管
理
者
制
度
と
は

　
こ
れ
ま
で
、
公
の
施
設
の
管
理
運
営

は
、
委
託
先
が
市
の
出
資
団
体
ま
た
は
公
共

的
団
体
な
ど
に
限
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
多
様
化
す
る
住
民
ニ
ー
ズ
に

効
果
的
か
つ
効
率
的
に
対
応
す
る
た
め
、

公
の
施
設
の
管
理
に
民
間
の
能
力
を
活
用

し
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
や
経
費
の
節

減
、
地
域
の
活
性
化
な
ど
を
目
的
に
「
指

定
管
理
者
制
度
」
が
創
設
さ
れ
、
民
間
事

業
者
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
幅
広
い
団
体
が
、
公

　
平
成
15
年
６
月
の
地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
に
つ
い
て
、

こ
れ
ま
で
の
管
理
委
託
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
「
指
定
管
理
者
制
度
」
が
創
設
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
今
後
は
、
民
間
事
業
者
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
幅
広
い
団
体
が
、
公

の
施
設
の
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
本
市
に
お
い
て
も
、
現
在
、
管
理
運
営
を
委
託
し
て
い
る
施
設
に
つ
い
て
、
指
定

管
理
者
制
度
に
移
行
す
る
た
め
の
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

の
施
設
の
管
理
を
行
う
こ
と
が
可
能
に
な

り
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み

　
指
定
管
理
者
制
度
の
創
設
に
よ
り
、
市

で
は
、
１
５
０
余
の
公
の
施
設
に
つ
い

て
、
個
々
の
施
設
ご
と
に
直
営
に
よ
る
管

理
と
す
る
か
、
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入

す
る
か
を
検
討
し
て
き
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
現
在
、
管
理
運
営
を
委
託
し

て
い
る
施
設
の
う
ち
左
表
の
20
施
設
に
つ

い
て
、
平
成
18
年
４
月
か
ら
指
定
管
理
者

制
度
に
移
行
す
る
も
の
と
し
、
今
年
６
月

の
議
会
に
お
い
て
、
各
施
設
の
設
置
条
例

等
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

※
公
の
施
設
と
は
…
地
方
公
共
団
体
が
住
民
の
福
祉
を
増
進
す
る
目
的
で

設
置
し
、
多
く
の
住
民
が
利
用
で
き
る
施
設
（
文
化
施
設
、
体
育
施
設
、

福
祉
関
係
施
設
な
ど
）
で
、
庁
舎
な
ど
の
公
用
施
設
は
除
き
ま
す
。

平成18年4月から指定管理者による管理となる施設 
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指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
し
ま
す

指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
し
ま
す

制
度
導
入
に
あ
た
っ
て

　
指
定
管
理
者
の
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、

『
公
募
』
を
原
則
と
し
ま
す
が
、
こ
の
た

び
「
指
定
管
理
者
制
度
」
に
移
行
す
る
施

設
に
つ
い
て
は
、
公
募
が
難
し
い
特
別
な

事
情
が
あ
る
施
設
や
、
現
在
、
管
理
を
委

託
し
て
い
る
市
の
出
資
法
人
等
の
外
郭
団

体
の
設
立
経
緯
・
組
織
体
制
の
状
況
な
ど

か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
受
託
者
を
、
当
面
、

指
定
管
理
者
と
し
て
選
定
す
る
こ
と
が
必

要
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
現
在
、
直
営
で
管
理
を
行
っ
て

い
る
冠
山
総
合
公
園
や
伊
藤
公
資
料
館
、

公
民
館
な
ど
、
１
３
０
余
の
施
設
に
つ
い

て
は
、
委
託
の
受
け
皿
と
な
る
団
体
の
育

成
を
は
じ
め
、
民
間
事
業
者
の
動
向
な
ど

を
見
な
が
ら
、
「
民
間
に
で
き
る
こ
と
は

民
間
に
」
の
基
本
理
念
の
も
と
、
引
き
続

き
、
制
度
導
入
の
適
否
を
検
証
し
、
指
定

管
理
者
制
度
へ
の
移
行
も
検
討
し
て
い
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等

　
市
で
は
、
今
後
、
庁
内
の
「
指
定
管
理

候
補
者
選
定
委
員
会
」
で
、
候
補
者
を
選

定
し
、
12
月
議
会
に
関
係
す
る
議
案
を
提

出
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

　
議
会
で
の
議
決
を
経
て
、
18
年
４
月
か

ら
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
に
移
行
し
ま

す
が
、
施
設
を
利
用
さ
れ
る
市
民
の
皆
さ

ん
の
利
用
手
続
き
な
ど
は
、
こ
れ
ま
で
と

同
じ
で
す
。

　
ま
た
、
施
設
利
用
者
の
個
人
情
報
な
ど

に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
厳
密

な
取
り
扱
い
を
徹
底
す
る
こ
と
に
し
て
い

ま
す
。

　
な
お
、
指
定
管
理
者
制
度
の
概
要
な
ど

に
つ
い
て
、
出
前
講
座
「
創
り
ん
ぐ
光
」

に
新
た
な
メ
ニ
ュ
ー
を
追
加
し
ま
し
た
の

で
、
公
の
施
設
の
管
理
運
営
の
受
託
に
関

心
の
あ
る
団
体
等
の
方
は
、
お
気
軽
に
お

申
し
出
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
　
行
政
改
革
推
進
室
０
８
３
３

(

７
２)

１
４
０
０

受託主体 

法的性格 

施設の管理権限 

施設の使用許可 

不服申立てに対す 
る決定、行政財産 
の目的外使用許可 

施設の設置者として 
の責任 

新旧管理制度の比較 

法人、その他の団体 
（法人格は必ずしも 
　必要ではないが、 
　個人は不可） 

・地方公共団体の出資 
　法人 
　（1/2以上の出資等） 
・公共的団体（農協・ 
　漁協等） 
・公共団体 

契約に基づく具体的な 
管理の事務、または業 
務の執行の委託 
【公法上の契約関係】 

地方公共団体が有する 

受託者はできない 

受託者はできない 

地方公共団体 

「指定」という行政処 
分による公の施設の管 
理権限の委任 
【管理の代行】 

指定管理者が有する 

条例の定めにより、指 
定管理者が行うことが 
できる 

指定管理者はできない 

地方公共団体 

新（指定管理者制度） 旧（管理委託制度） 

年
６
月
　
関
係
す
る
条
例
を
改
正 
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補
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17
年
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定
管
理
者
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指
定
管
理
者
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詳
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議
し
、
協
定
書
を
締
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18
年
４
月
　
「
指
定
管
理
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管
理
の
代
行
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ス
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ト 

18
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定
管
理
者
と
な
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団
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指
定
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期
間
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に
つ
い
て
、
議
会
で
議
決 

17

12

移
行
ま
で
の
流
れ 

〜 
民
間
能
力
の
活
用
に
向
け
て 

〜

大和総合運動公園 大和総合運動公園 

フィッシングパーク光 フィッシングパーク光 

市民ホール 市民ホール


